
 

 

第１回福岡空港調査連絡調整会議幹事会 

配付資料一覧 

 

次第 

 

配席図 

 

出席者名簿 

 

資料１ 

 福岡空港の総合的な調査に係る情報提供及び意見収集のあり方について

― 幅広い市民参加に向けての提言 ― 

 

資料１－２ 

 「福岡空港の総合的な調査に係る情報提供及び意見収集のあり方」の検

討にあたっての基本的な考え方に関するご意見とご意見に対する考え方

及び取り扱い（案） 

 

資料２ 

 「福岡空港の総合的な調査に係る情報提供及び意見収集のあり方」最終

とりまとめ（案）に関するパブリック・コメント（ご意見の募集）につ

いて（案） 

 

 

 



 

 

第１回福岡空港調査連絡調整会議幹事会 

次 第 

 

                     日時 平成１６年３月１５日（月） 
１４：００～１５：２０ 

                     場所 福岡国際会議場 
 ５階 ５０２会議室 

 
 

1. 開会 

2. 議事 

(1) 福岡空港の総合的な調査に係る情報提供及び意見収集のあり方について 

(2) その他 

3. 閉会 

 



 

 

第１回福岡空港調査連絡調整会議幹事会 配席図 

 

日時 平成１６年３月１５日（月）１４：００～ 
場所 福岡国際会議場 ５階 ５０２会議室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

プレス席 プレス席 

プレス席 プレス席 

入
口 

田
村
理
事 

事
務
局
席 

プレス席 プレス席 

事
務
局
席 福岡県 福岡市 三菱総研 大阪航空局 

九州地方整備局 

東部長 
福
岡
県 

福
岡
市 

江藤課長 権現局長 上田主任 馬場部長 

九州地方整備局 

津田企画官 

プレス席 プレス席 
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石
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第１回福岡空港調査連絡調整会議幹事会 出席者名簿 

 

・幹事 

国土交通省大阪航空局飛行場部長 松本
まつもと

 清
せい

次
じ

 

国土交通省九州地方整備局港湾空港部長 東
あずま

  俊夫
としお

 

福岡県企画振興部理事 田村
たむら

 明比古
あ き ひ こ

 

福岡市総務企画局理事 中島
なかしま

 紹男
つぎお

 

 

・福岡空港の総合的な調査に係る情報提供及び意見収集のあり方検討会座長 

筑波大学第三学群社会工学系教授 石田
いしだ

 東生
はるお
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ＳＴＥＰ３ 評価の視点と検討すべき対応案 

【ＰＩの目標】 

・ 最適な対応案選択のための評価の視点、考え方について共有。 

・ 検討すべき複数の対応案を選出。 

【想定される論点の例】 

・ 評価の視点は全て出揃っているか。 

・ 考えられる対応案は全て出揃っているか。 

 

ＳＴＥＰ４ 対応案の比較評価と方向性（案） 

【ＰＩの目標】 

・ 対応案の評価結果を共有し、方向性（案）を確認。 

【想定される論点の例】 

・ 評価結果と方向性（案）は妥当か。 

 

（情報共有等達成の判断） 

・ＰＩの各ステップで提供する情報等について、その内容が周知・理解さ

れたか、様々な意見を踏まえて論点が整理されたか、意見がある程度集

約されたかなど、目標が達成されたかどうかについて適切に判断するこ

とが必要である。 

  

（適切な時間管理） 

・ＰＩにおいては、その目的に照らして幅広い情報提供、十分な意見収集

を行うべきことは当然である。 
・また、総合的な調査は、ＰＩプロセスにおいて収集した意見等を踏まえ、

その進め方を見直しながら実施されることとなる。 
・一方で迅速に情報提供、意見収集、時機を失しない判断など、適切な時

間管理も重要である。 
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３ ＰＩに係る実施体制 

(1)  必要な機能と役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総合的な調査における機能と役割の考え方） 

・総合的な調査には、複数の主体が関わっているが、結論に対して市民等

の信頼を得るためには、「各ステップでの結論」を「いつ、誰が、どのよ

うに決めたのか」など、各主体の機能と役割を明確にすることが必要で

ある。 

○ 総合的な調査及びそれに係るＰＩの実施体制は下記の４つの機能を有する。 

① ＰＩを実施する機能 

② 方向性（案）を作成する機能 

③ ＰＩを監視し、助言を行う機能 

④ 各種調査を実施する機能 

 

¸ このうち、「ＰＩを実施する機能」、「方向性（案）を作成する機能」は、福岡
空港調査連絡調整会議が担う。 

¸ 「ＰＩを監視し、助言を行う機能」を担う第三者機関を設置する。 
 

福岡空港調査

連絡調整会議

［①、②］

国

福岡空港調査委員会（県、市）

等［④］

方向性（案）の送付

所定の手続きによる方向性の決定

市

民

等
・調査結果の提供

・市民等の意見のフィードバック

第三者機関［③］

監視・助言

情報

意見

（第三者機関による監視・助言）

関係行政機関（国、県、市）による
方向性（案）の絞り込み

福岡空港調査

連絡調整会議

［①、②］

国

福岡空港調査委員会（県、市）

等［④］

方向性（案）の送付

所定の手続きによる方向性の決定

市

民

等
・調査結果の提供

・市民等の意見のフィードバック

第三者機関［③］

監視・助言

情報

意見

（第三者機関による監視・助言）

関係行政機関（国、県、市）による
方向性（案）の絞り込み

 

［ ］内の番号は、上表に示す「機能」の番号 

 

図 総合的な調査及びそれに係るＰＩの実施体制 
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・ また、ＰＩでは「どこにどのような情報があるのか」、「誰に意見を言え

ば良いのか」といったことを市民等にわかりやすく示す必要がある。 

・ このため、国と地域の連絡調整の場である福岡空港調査連絡調整会議が、
統一的に方向性（案）の作成とＰＩを実施していくことが、適切である。 

・ また、ＰＩの適切さ、公正さを確保するため、ＰＩを監視し、助言を行
う機能を有する第三者機関を設置することが必要である。 

 

表 実施体制における機能と各機能を担う組織 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主 体 機 能 内 容 

①ＰＩを実施する機能 ・ＰＩを実施し、民意を収集する。 

・方向性（案）の作成主体と同一

とすることで、窓口が一元化さ

れ、市民等にとってわかりやす

いＰＩの実施が可能である。 

福岡空港調査連

絡調整会議 

②方向性（案）を作成す

る機能 

・各種調査、市民等の意見、政策

的な視点をもとに方向性（案）

を作成する。 

第三者機関 

 

③ＰＩを監視し、助言を

行う機能 

・ＰＩプロセスの公正性、時間管

理等を監視するとともに、市民

等の意見が調査等に適切に反映

されているかを監視し、ＰＩ実

施主体に助言を行う。 

国 

福岡空港調査委

員会(県、市)等 

④各種調査を実施する機

能 

・総合的な調査に係る各種調査を

実施し、①②に必要な技術的材

料を提供する。 
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(2)  第三者機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 第三者機関の設置概要 

項 目 内 容 

目的 ・ ＰＩプロセスを客観的な立場から監視するために設置する。 

設置者 ＰＩ実施主体（福岡空港調査連絡調整会議） 

役割・機能 ・ ＰＩプロセスの公正性、時間管理等を監視するとともに、市民等の意見が

調査等に適切に反映されているかを監視し、ＰＩ実施主体に助言を行う。 

① 方向性（案）の作成の各ステップにおいて、ＰＩ実施計画(内容、時間管

理等)が適切かどうか、実施中のＰＩが適切かどうかを評価し、助言する

ことができる。 

② 各ステップの終了段階において、当初の計画通りにＰＩが実施されたか

について評価し、助言することができる。 

③ ＰＩの実施によって、当初の目標が達成されたかどうかを評価し、助言

することができる。 

④ ＰＩの実施によって、把握した市民等の意見の調査等への反映が適切か

どうかを評価し、助言することができる。 

⑤ 必要に応じて、ＰＩ実施主体に情報の提出を求め、また、市民等の意見

を直接把握し、必要な助言を行うことができる。 

構成員 福岡空港に関して中立的、客観的な考えを持つとともに、下記の専門的知

識を有するメンバーにより構成する。 

・空港計画の専門家   ・ＰＩの専門家    ・法制度の専門家 

 ・行政手続       ・マスコミ、ジャーナリズムに関する専門家 

・民間経営者等、事業・経営の専門家 

等の有識者から構成し、概ね５～６名程度 

構 成 員 の

選定方式 

・ ＰＩ実施主体が候補者を選定し、総合的調査の関係行政機関の長が任命す

る。 

・ ＰＩ実施主体のホームページやＰＩ実施主体が発行するニュースレター

等で、候補者と選定理由を広く公表する。 

その他 ・ 第三者機関の役割・機能を広く公表し、市民等の理解を得る。 

・ 第三者機関における会議の資料や議事録、成果等の資料については、原則

公開とし、ＰＩ実施主体のホームページやＰＩ実施主体が発行するニュー

スレター等で公表する。 

¸ ＰＩプロセスにおける公正性、コミュニケーションの十分さ、時間管理等を
監視するとともに、市民等の意見が調査等に適切に反映されているかを監視

し、ＰＩ実施主体に助言を行う。 
¸ 第三者機関は、ＰＩプロセス、法制度、行政手続、空港等に関する専門的知

識を有する委員により構成する。 
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①ＰＩプロセスの監視方法 

 

（方向性（案）の作成の各ステップにおけるＰＩの開始に際して） 

・ ＰＩ実施主体は、各ステップにおいて、ＰＩを実施する際には、ＰＩ実

施計画書（仮称）を作成し、第三者機関に提出する。 

・ 第三者機関は、ＰＩ実施計画書（仮称）の内容を評価し、その評価結果

をＰＩ実施主体に報告する。 

・ ＰＩ実施主体は、第三者機関の報告を踏まえて、ＰＩ実施計画を精査し、

ＰＩ活動を実施する。 

・ ＰＩ実施計画についての第三者機関の議論や評価は、ＰＩ実施主体のホ

ームページやＰＩ実施主体が発行するニュースレター等の広報媒体にお

いて公表する。 

 

（ＰＩプロセスの実施段階） 

・ 第三者機関は、情報提供が幅広くかつ円滑に実施されているか、また、

意見収集が適切かつ公正に実施されているか等について、随時、状況を

監視し、必要な助言を行うことができる。 

・ このため、第三者機関は、ＰＩ実施主体に情報の提出を求め、また、必

要に応じてヒアリングを実施することができる。 

 

（方向性（案）の作成の各ステップにおけるＰＩの終了に際して） 

・ ＰＩ実施主体は、各ステップにおいて、目標とした情報共有等を達成し

たと判断される段階で、ＰＩ実施報告書（仮称）を第三者機関に提出す

る。 

・ 第三者機関は、ＰＩ実施報告書（仮称）の内容を評価し、評価結果をＰ

Ｉ実施主体に報告する。 

・ ＰＩ実施主体は、第三者機関の評価結果及び助言を踏まえて、ＰＩの継

続または、次のステップへの移行について総合的に判断する。 

・ 第三者機関の議論や評価結果は、ＰＩ実施主体のホームページやＰＩ実

施主体が発行するニュースレター等の広報媒体において公表する。 

 

（市民等の意見の把握） 

・ 第三者機関は、ＰＩ実施報告書を評価する段階において、必要に応じて、
市民や関係団体等、ＰＩ参加者にヒアリングやアンケートを実施し、意

見を把握することができる。 
・ 必要に応じて、ＰＩ実施主体の要請により、第三者機関において意見収

集を実施することができる。 
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②構成員の選定方法 

・ ＰＩ実施主体は、第三者機関に必要とされる専門知識を有するとともに、

中立的、客観的な考えを持つ有識者の中から、候補者を選定する。 

・ 関係行政機関の長が、第三者機関の構成員を任命する。 

・ ＰＩ実施主体のホームページやＰＩ実施主体が発行するニュースレター

等で、候補者と選定理由を広く公表する。 

 

③事務局の設置・運営 

・ 第三者機関の事務局については、ＰＩ実施主体に設置するが、第三者機

関の中立性、独立性に十分配慮した運営に努める必要がある。 
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４ ＰＩ手法 

○ 各ステップでの検討内容にあわせて、多様かつ適切な手法により市民等と

の多重多層のコミュニケーションを実施する。 

 

市民等に広く情報を提供 

⇒ ニュースレター、ホームページ、オープンハウス など  

市民等からの意見を広く収集 

⇒意識調査、パブリック・コメント、説明会・セミナー など  

共に考える双方向のコミュニケーション 

⇒シンポジウム、説明会・セミナー、グループ・ヒアリング、 

ワークショップ、市民協議会、各種懇談会 など  

 

○ ＰＩの手法は、状況に応じて見直すなど柔軟に対応する。 

 

 

（幅広い市民等の参加） 

・ ＰＩでは、市民等が幅広く参加し、意見を表明できることが必要である。 

・ 福岡空港の広域性、影響の多様性等から、幅広い関係者の参加が期待さ

れる。 

（福岡空港の総合的な調査におけるＰＩ参加者の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¸ 周辺地域住民及びその関連自治体 
¸ 空港利用者 
・ 国内（県内居住に限定しない） 

・ 海外（    〃     ） 

¸ 福岡都市圏住民（周辺地域住民を除く） 
¸ 福岡県民（地元住民・福岡都市圏住民を除く） 
¸ 関係地方自治体 
¸ 地元経済団体 
¸ 空港・航空関連企業 
・ 国内航空会社 

・ 海外航空会社 

・ 空港関連事業者、運輸事業者等 

¸ 有識者等 
¸ その他福岡空港に関心を有する国内外の個人及び団体 
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（ＰＩ手法の運用） 

・ 市民等から信頼されるＰＩとするためには、ＰＩ手法の運用に当たって、

本報告で示す基本的な考え方を踏まえながら、ＰＩ参加者の意見を反映

した運用ルールを明確に定め、市民等と共有して、進めていくことが必

要である。 

・ 一方で、ＰＩは、実施の状況を点検し、必要に応じてその手法を柔軟に

見直すことも必要である。 

・ ＰＩの実施状況を点検し、その手法を見直す場合には、適切さ、公正さ

を確保するために、見直しの検討過程について広く公表し、意見を収集

するとともに、その見直しの要否、妥当性について第三者機関の点検・助言を受

けることが必要である。 
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【ステップ４】 対応案の 
比較評価と方向性

(案) 

福岡空港の方向性（案） 

【ステップ３】 評価の視点と 
検討すべき対応案 

評価の視点 

検討すべき複数の 
対応策（方策の組合せ） 

地域の将来像と 
福岡空港の役割 

【ステップ１】 課題と実現すべき 
政策的目標 

福岡空港の現状と課題 

空港能力の見極め 

航空利用者の視点に立った 
航空サービスの評価基準 

【ステップ２】 対応策検討の 
前提条件 

航空需要の将来予測 

各方策ごとの 
対応策のメニュー 

対応案（方策の組合せ）
の評価と比較結果 

検
討
プ
ロ
セ
ス
（
方
向
性 (

案)

の
作
成
） 

Ｐ
Ｉ
手
法
（例
） 

ﾊﾟﾌ ﾞﾘｯ
ｸ･ｺﾒﾝﾄ 

説明会、 
セミナー 

ｲﾝﾌｫﾒ
ｰｼｮﾝ 
ｾﾝﾀｰ 

ｵｰﾌﾟﾝ 
ﾊｳｽ 

ニュースレター、 
ホームページ、 
メディア 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾋｱﾘﾝｸﾞ 

シンポジ
ウム 

ワ ー ク
ショップ 

見学会 

ニュースレター、 
ホームページ、 
メディア 

ﾊﾟﾌ ﾞﾘｯ
ｸ･ｺﾒﾝﾄ 

説明会、 
セミナー 

ｲﾝﾌｫﾒ
ｰｼｮﾝ 
ｾﾝﾀｰ 

ｵｰﾌﾟﾝ 
ﾊｳｽ 

シンポジ
ウム 

市民 
協議会 

ニュースレター、 
ホームページ、 
メディア 

ﾊﾟﾌ ﾞﾘｯ
ｸ･ｺﾒﾝﾄ 

説明会、

セミナー 
ｲﾝﾌｫﾒ
ｰｼｮﾝ 
ｾﾝﾀｰ 

ｵｰﾌﾟﾝ 
ﾊｳｽ 

ﾊﾟﾌ ﾞﾘｯ
ｸ･ｺﾒﾝﾄ 

説明会、

セミナー 

ｲﾝﾌｫﾒ
ｰｼｮﾝ 
ｾﾝﾀｰ 

ｵｰﾌﾟﾝ 
ﾊｳｽ 

ニュースレター、 
ホームページ、 
メディア 

各種 
懇談会* 

＊市民、関係者、有識者等の懇談会 

意識 
調査 

各種 
懇談会* 

意識 
調査 

各種 
懇談会* 

シンポジ
ウム 

意識 
調査 

各種 
懇談会* 

市民 
協議会 

ＰＩプロセスと手法（例） 
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５ 情報提供のあり方 

 

 

 

 

 

 

 

 

（情報提供のあり方） 

 ・総合的な調査の実施に当たっては、情報公開にとどまらない積極的な情報

提供が求められる。 

 ・情報提供を行う場合には、提供される側の立場を考えて提供する必要があ

る。このため、ＰＩ活動で提供される情報については、できるだけ理解し

やすい形で提供すべきである。また、検討材料となる情報については、市

民等の誤解を招くことがないよう、ＰＩ活動で提供される情報との区別、

検討中であるなどといった情報の性格と位置付けを明確にして提供すべき

である。 

表 福岡空港調査連絡調整会議における情報の扱い方 

情報提供 
種類 情報の性格 例 「位置づけ」の呼称 

公表 配布 

 
ＰＩ活動で提

供される情報 

 

 

福岡空港調査連絡調

整会議の判断を経た情

報 

福岡空港調査連絡調

整会議において市民等

にわかりやすく編集

し、ＰＩプロセスで提

供するレポート等 

「案」 ○ △ 

検討材料となる

情報 

 

毎年度実施される各種

調査に係る情報で、福

岡空港調査連絡調整

会議に提示される情報 

福岡空港調査連絡調

整会議の検討中資料等

（調査関係レポートな

ど） 

「検討中資料」 ○ － 

○：原則、全てを対象とする。  △：一部を対象とする。  

（情報提供の方法） 

・公的機関の情報提供窓口、インターネットなどの各種媒体を積極的に活

用し、また、報道機関に対しても十分な説明を行うことが必要である。 

ü 公表…ホームページでの情報の掲載、公的機関の情報センタ  
ー等での資料閲覧等。 

ü 配布…ＰＩ活動に際し、公的機関の情報センターや各種のＰＩ手法によ

り配布。 

 ○ 福岡空港調査連絡調整会議が情報を提供する際には、 
 

● ＰＩ活動において各ステップに合わせて提供される情報については、

市民等にわかりやすく取りまとめて提供する。 

● その検討材料となる情報については、ＰＩ活動で提供される情報との

区別、検討中であるなどといった情報の性格と位置付けを明確にした

上で提供する。 
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６ 早急に取り組むべき課題 

 

   ○ 情報提供及び意見収集のあり方の最終とりまとめに当たっての留意事項 
 
   （最終とりまとめへの市民等意見の反映） 
    ・ 本提言の主旨を踏まえて作成される最終とりまとめ（案）については、

市民等に広く公表し、その意見を反映して最終とりまとめを行うこと
が必要。 

（最終とりまとめの周知広報） 
・ 最終とりまとめについては、広範かつ多様な周知広報活動、各種メデ
ィアへの情報提供等を実施し、幅広い理解を得ることが必要。 

 
情報提供及び意見収集のあり方の策定・公表手順 

 
福岡空港の総合的な調査に係る情報提供及び意見収集のあり方検討会 

 

        

             提言（検討会報告）の送付 

 

福岡空港調査連絡調整会議 

 

 

最終とりまとめ（案） 

 

 

 

最終とりまとめ 

（福岡空港調査連絡調整会議にてとりまとめ） 

 

 

公 表 

 

 
 
○ 当面の実施計画作成に当たっての留意事項 

（市民等の意見を踏まえた実施計画の作成） 

・ ＰＩを開始するに際には、あらかじめＰＩの内容等をとりまとめた実施

計画を作成することが必要。 

実施計画の作成に当たっては、 

・市民等が総合的な調査について、どのような関心、ニーズを持って

いるか等把握することが必要。 

・最終とりまとめ（案）のパブリック・コメントでのＰＩ実施に関わ

る意見を十分に踏まえ、市民等のニーズを踏まえた案を作成するこ

パブリック・コメント等 
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とが必要。 

・また、実施計画作成時においても市民等から広く意見を収集し反映

することが必要。 

（第三者機関の早期の設置） 

・ 第三者機関はＰＩの実施に先立つ段階で早期に設置することが必要。 

・ さらに、ＰＩをどのように監視・評価するかといった詳細な運用方法に

ついて事前に検討し、明確にしておくことが必要。 

 

（実施計画に記載すべき事項） 

・ 当面のステップにおける検討内容にあわせて、何が課題であるか、どの

ような視点の意見を収集する必要があるかを明確にするとともに、必要

かつ適切な手法について記載することが必要。 

 

 

○ その他 

・ ＰＩにおいて、市民等とのコミュニケーションを円滑に進めるためには、

適切な人的・財政的資源の確保が必要となることから、関係行政機関に

おいては、その対応について十分な配慮が必要。 

 

 

 

 

F パブリック･コメントとは 
・行政機関が政策の立案等を行う際に、その案を公表し、案に対して広く市民等・事業者

等から意見や情報を提出してもらう機会を設け、行政機関は、提出された意見等を考慮、

反映して案を策定したり、意思決定を行なうもの。 
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７  総合的な調査及びそれに係るＰＩの進め方の全体像 

監視・助言
［第三者機関］

[目　標］
・ 福岡空港の能力・課題･空港に求められる政策
的目標を共有。

調　査　等［国、福岡空港調査委員会等］
検討プロセス（方向性(案)の

作成）
［福岡空港調査連絡調整会議］

〈将来需要への対応方策の検討〉

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

調査情報

 【ステップ１】

課題と実現すべき

政策的目標

 【ステップ２】

対応策検討の前提条件

 【ステップ３】

評価の視点と
検討すべき対応案

 【ステップ４】

対応案の比較評価と
方向性(案)

ＰＩプロセス［福岡空港調査連絡調整会議］

監視・助言
［第三者機関］

PI手法

PI手法

PI手法

PI手法

新空港

の検討

現空港における

滑走路増設
の検討

近隣空港との
連携方策

の検討

将来の

航空需要
の予測

地域から

見た福岡空港の役
割と効果に

関する検討

航空

利用者の視点に
立った航空サービ

スの評価基準の検
討

空港能力の
見極め

現空港の
有効活用方策の

検討

〈滑走路増設をしない場合の能力の見極め〉

ü 福岡空港の現状と課題
ü 空港能力の見極め　　　　　　
ü 航空利用者の視点に立った
    航空サービスの評価基準

ü 航空需要の将来予測
ü 地域の将来像と福岡空港
　　の役割

ü 評価の視点
ü 各方策ごとの対応策のメニュー
ü 検討すべき複数の対応策
    （方策の組合せ）

[目　標］
・ 地域の将来像と福岡空港の将来需要等につい
て情報を共有し、意見を十分に把握。

　［目　標］
・ 最適な対応案選択のための評価の視点につい
て共有。

・ 三方策毎に考えられる対応策を整理。
・ 検討すべき複数の対応案（方策の組合せ）を選出。

［目　標］
・ 対応案を比較評価し、結果について認識を共有。
・ 方向性（案）を作成し、包括的に確認。

ü 対応案（方策の組合せ）の
    評価と比較結果
ü 福岡空港の方向性（案）

総合的な調査の開始

                                                                 方向性（案）の絞り込み　 ※政策的視点、技術的視点、民意の３つの視点を総合的に判断。

市　民　等

政策形成プロセス
[関係行政機関]

所定の手続きによる方向性の決定
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